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令和２年度 国土交通大臣登録 

「建築設備検査員講習」申込み案内 

登録講習実施機関： 
（問い合わせ先） 

一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター（講習事業部）  
（登録番号：登設講第 1 号・登録年月日：平成 17 年 1 月 5 日） 
〒105-0003 東京都港区西新橋 1-15-5 内幸町ケイズビル ４Ｆ 
・電話：03-3591-2423                 ・FAX：03-3591-2431 
・ホームページ：http://www.beec.or.jp   ・e-mail：kosyu@beec.or.jp   
問い合わせ対応（土、日、祝日を除く）：10:30～12:00、13:00～16:00  

 
多くの人が利用する劇場、ホテル、店舗、事務所、マンション等に設置されている建築設備は、事故や

災害等を未然に防止するため定期的に検査を受けて特定行政庁に報告が義務付けられています。本講習は、

講義及び修了考査で構成され、修了考査に合格した方に「修了証明書」を交付します。その後、国土交通

省地方整備局長等に申請する事により、その検査を行うことができる建築設備検査員の資格者証の交付を

受けることができます。 
本講習へのお申込みには、申込書及び受講資格を証明する添付書類が必要となります。ご確認の上、お

申込みいただきますようご案内申し上げます。  
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、本年度は、講義を会場講習とＤＶＤ講習の２つの受講方法で

行います。なお、修了考査は両講習とも会場にて実施します。希望する受講方法を選択してお申込ください。

申込み後に受講する方法を変更することはできませんので、あらかじめ可能な受講方法を選択してください。 
 

【第１ 日程、開催地、会場、定員等】（講習は延べ４日間） 
 
【会場講習】会場で講義及び修了考査（各日程の最終日）を受けていただきます。  

日 程 開催地 会  場 定 員 
11 月 10 日（火） 

～11 月 13 日（金） 東京１次 大手町サンスカイルーム 70 名 

12 月 1 日（火） 
～12 月 4 日（金） 

東京２次 シェーンバッハ・サボー 170 名 

大  阪 難波御堂筋ホール 100 名 
 

【ＤＶＤ講習】自宅等で、講義を収録したＤＶＤを視聴していただいた後、会場で修了考査を受けていただきます。  
日程（修了考査日） 開催地 修 了 考 査 会 場 定 員 

12 月 4 日（金） 

東  京 大手町サンスカイルーム 150 名 

大  阪 
難波御堂筋ホール 

260 名 
淀屋橋サンスカイルーム 

 
[注１] 講習科目の一部免除を希望する方、及び聴講の方は会場講習のみとなります。 
[注２] 各開催地とも定員に達し次第、申込み受付期間中でも締め切ります。定員等により、受講方法等を調

整させていただく場合がございます。また、会場が複数ある開催地（ＤＶＤ講習：大阪）では会場を

選択することはできませんのであらかじめご了承ください。 
[注３] ＤＶＤ講習で受講される方には、全講義を収録したＤＶＤは、修了考査日の前週に発送する予定です。 
[注４] 開催内容等に変更が生じる場合がございますので、最新の情報はホームページを確認してください。  

http://www.beec.or.jp/
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【第２ 受講資格】 
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※１ 建築設備に関して必要な実務経験  （詳細は当財団ホームページ参照→） 
この講習の実務経験とは、建築基準法に基づく建築設備に関する実務を
いいます。 
また、建築設備に関する業務であっても、点検・検査等の立会いのみ行う方、庶務、会
計、労務、営業等建築設備に関する知識及び技能を必要としない方、業務全体の関連が
少ない方、又はアルバイト・パートタイム就労者等（雇用保険の被保険者等を除く）は
実務経験に含みません。 
 

※２ 区分Ⅰ④ 職業能力開発促進センター等の課程は普通課程のみです。短期課程を卒業
の場合は、実務経験は１１年以上必要となります。 

 
※３ 外国の大学等で同等の学科を履修し卒業された場合、「卒業証明書」又は「卒業証書」

の写し等に和訳を付けて提出してください。 
 
※４ 修了考査を受けなかった場合又は修了考査を受けて合格点に達しなかった場合には、

「聴講証書」は発行しません。 
 
※５ 修了考査のみの受講ができます。全講習科目の受講を希望する場合は、区分Ⅰ(52,800

円)での申込みとなります。その場合、申込書類等はすべて必要となります。 
 
※６ 講義のみの受講を希望した聴講者（修了考査を受けることはできません。）には、講習終

了後「聴講証書」を発行いたします。ただし、聴講番号では定期検査はできません。 
   一級建築士・二級建築士の資格を有する方で、修了考査を含む全講習科目の受講を希

望する場合は、区分Ⅰ⑧での申込みとなります。 
 
《表１》正規の建築学・機械工学・電気工学としてそのまま適応する学科名 

※下表以外の学科で卒業後の実務経験年数の確認を希望される方は、単位習得証明書又は成績証明書

のどちらかのご提出が必要となります。 

《表２》 

【表１】以外の学科で正規の「建築学」、「機
械工学」、「電気工学」と同等と認める課程 

「単位修得証明書」又は「成績証明書」（卒業された
学校から取得）の提出により、同等であることが確
認できた場合。 

※卒業された学科が該当するか不明の場合は、事前に上記書類を用意して、FAX、メール等でお問い

合わせください。  

種 別 
正規の建築学、機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する課程 

と同等と判断する学科名（各種分類共通） 

建築・

設備系 

建築工学科 建築学科 建築科 建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ工学科 建築設備工学科 

建築設備学科 建築設備科 設備工業科 設備ｼｽﾃﾑ科 衛生工学科 

機械系 

機械工学科 機械学科 機械科 機械ｼｽﾃﾑ工学科 機械情報工学科 

機械情報技術学科 機械電気工学科 生産機械工学科 精密機械工学科 応用機械工学科 

動力機械工学科         

電気系 

電気工学科 電気学科 電気科 電気技術科 電気工作科 

電気電子工学科 電気電子ｼｽﾃﾑ工学科 電気電子情報工学科 電子工学科 電子学科 

電子科 電子情報工学科 電子情報電気工学科 電子・情報工学科 電子機械工学科 

電気通信工学科 電気通信学科 電気通信科 通信工学科 電子通信工学科 

情報通信工学科 情報電子工学科       

http://www.beec.or.jp/course/mlit_course/pdf/kenchiku-jitsumukeiken2.pdf
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【第３ 講習の科目と時間】（合計：２５．５時間） 
科 目 時 間 科 目 時 間 

❶ 建築設備定期検査制度総論 １時間 ❽ 電気設備 ２.５時間 
❷ 建築設備に関する建築基準法令 ２時間 ❾ 給排水衛生設備 ２.５時間 
❸ 消防法令 １.５時間 ❿ 建築設備の耐震規制・設計指針 １.５時間 
❹ 建築学概論〔注１（ア）〕 ２時間 ⓫ 建築設備定期検査業務基準〔注１（イ）〕 ２.５時間 
❺ 換気設備 ２.５時間 ⓬ 建築設備に関する維持保全〔注１（イ）〕 １.５時間 
❻ 空気調和設備 ２時間 ⓭ 修了考査〔注２〕 ２時間 
❼ 排煙設備 ２時間   

 
〔注１〕科目の免除について（科目を指定して免除することはできません） 

（ア）特定建築物調査員、防火設備検査員、昇降機等検査員の資格を有する方の場合、講習科目❹建築学概論の受講免除

を受けることができます。免除を希望される方は、各資格の証書の写し等を申込書に添えて提出してください。こ

の場合、受講料の減額はありません。 
（イ）建築設備士の資格を有する方で、講習科目の一部免除を希望する場合、１日目から３日目の科目（❶～❿）を免除

して、４日目の２科目（⓫⓬）と修了考査（⓭）のみ受講することができます。 
なお、⓭修了考査は、講習科目の免除を受けた場合でも、全講習科目から出題されます。 

〔注２〕全講習科目を受講しないと修了考査は受けられません。（上記免除者及び昨年度の不合格者で今回考査のみ受講者を除く） 
 

【第４ 受講料】 ※申込み区分は２ページを参照してください。 
 

申込み区分 受講料（消費税込み） 
全課程を受講（区分Ⅰ） 
聴講（区分Ⅳ） ５２，８００円〔テキスト代を含む〕 

建築設備士免除（区分Ⅱ） ３３，０００円〔テキスト代を含む〕 

再受講（区分Ⅲ） 
１１，０００円〔テキスト代を含まず〕 

１９，８００円〔テキスト代を含む〕 
 

〔注１〕テキスト代は、８，８００円（消費税込み） 
〔注２〕受講料は、受講審査後に「受講適格」と判定された方に、「受講適格通知」および受講料

振込先をご連絡いたしますので、振込期限内に振込をお願いいたします。入金が確認でき
ない場合、「受講適格」と判定されていても受講することができない場合がございます。 

〔注３〕振込手数料は、申込者のご負担となります。 
〔注４〕振込後に自己の都合により受講されなかった場合及び受講後に受講取消しとなった場

合、既納の受講料は原則返金いたしません。 
〔注５〕病気・転勤等やむを得ない場合に限り、書類（診断書・辞令の写し等）の提出をもって、

受講料の返金を認めます。 
 

【第５ 受講申込み手続き】 
 
１．申込み受付期間：令和２年６月１５日（月）～７月２０日（月）必着 
 

※各会場とも定員に達し次第、申込み受付期間中でも締切とさせていただきます。 
※申込み状況は、当財団のホームページに掲載します。 
※受付期間が昨年より短くなっておりますのでご注意ください。 
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、本年度は、会場講習とＤＶＤ講習で行いま

す。なお、修了考査は両講習とも会場にて実施します。 
※ＤＶＤ講習で受講される方は、所定の用紙に受講記録を記入していただき、修了考査受付

時にＤＶＤと受講記録を回収することで講義を受講したと見なしますので、必ず修了考査

の際に持参してください。回収出来ない場合、修了考査を受けられない場合がございま

す。（７ページ参照） 
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※申込み後に受講する方法（会場講習⇔ＤＶＤ講習）を変更することはできませんので、予

め可能な方法を選択してください。 
※各開催地とも定員に達し次第、申込み受付期間中でも締め切ります。また、会場が複数あ

る開催地（ＤＶＤ講習：大阪）では、会場を実施機関の方で指定しますので、受講者が会

場を選択することはできません。あらかじめご了承ください。 
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、開催内容等に変更が生じ、ご協力いただく場

合がございます。最新の情報は当財団のホームページを確認してください。 
 
２．申込み方法 

ア）下記、当財団のホームページより申込書をダウンロードし、印刷して申込書に必要事

項をご記入ください。 
※ダウンロードができない等、申込書を取り寄せる場合は、返信用封筒（角形２号のＡ４

用紙が折らずに入る封筒）に送付先住所、氏名、「建築設備検査員講習案内希望」を記入

し、１４０円切手（１部）を貼ったものを郵送してください。 
 

イ）「申込書」等提出書類一式がすべて揃ったら、簡易書留、レターパックプラス、ゆう

パック等、各自追跡可能な方法で送付してください。また、発送の控え等は受付期間

中は必ず手元に保管しておいてください。不足書類があった場合、受付ができない場

合がございますのでご注意ください。 
※書類到着のお知らせはいたしませんので、各自で追跡を行い、到着の確認をしてください。 
※普通郵便など受け取りの確認ができない方法で送られた場合、書類の未着に関しては一切責

任を負いません。 
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、窓口での申込書の受け取りはいたしません。 
※「受講資格を確認できる書類が揃わない状態」または「書類が不完全な状態」で申込書等が

当財団に到着し、その不足書類等が揃うまでの間に定員に達した場合は、ご希望の開催地・

受講方法での受講ができなくなることがございます。 
 
ウ）受講料の支払いは、「受講適格通知」が手元に届きましたら、振込期限内に指定の口座

へ振込してください。 
 
【ホームページ】 
    http://www.beec.or.jp   申込書のダウンロードはこちら → 

                       ※申込書（ＰＤＦ）が開きます 
   

 トップページ 資格・講習 国土交通大臣登録講習 建築設備検査員 申込み関係書類一式 

《書類送付先・問い合わせ先》 
 
※下記を切り取って書類送付時の宛先にご使用ください。 

〒１０５－０００３ 
東京都港区西新橋１－１５－５  内幸町ケイズビル ４Ｆ 

 
 一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター 講習事業部 

「建築設備検査員講習 受付係」宛 
TEL：03-3591-2423  FAX：03-3591-2431 

http://www.beec.or.jp/
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３．申込みに必要な書類 
 

 書 類 等 該当者（2 ページ参照） 
申込案内
の関連 
ページ 

１ 申込書・整理票（写真、書類送付チェック表） 申込み者全員 
8～13 
ﾍﾟｰｼﾞ 

２ 受講料（前記第４参照） 
※受講適格通知送付後、振込期限内に振込 受講適格者 4 ﾍﾟｰｼﾞ 

３ 
年金事務所が発行する被保険者記録照会回答票 
※令和 2 年 4 月 1 日以降発行のもの 
※得られない正当な事由がある場合には、これに替わる適

当な書類（「加入期間確認記録票」等） 

区分Ⅰ①～⑦で受講す

る方 
14、15 
ﾍﾟｰｼﾞ 

４ 

労働基準法第１０７条に基づく労働者名簿の写し等、

実務内容を確認できる適当な書類 

区分Ⅰ①～⑦で受講す

る方 

16 ﾍﾟｰｼﾞ 

※現在の勤務先又は最終の実務に関わる勤務先で取得 
・退職されている場合、「退職証明書」 
・申込者本人が代表者(経営者)の場合「履歴事項全部証明

書」等、在職が確認できる第三者が証明する書類 

17 ﾍﾟｰｼﾞ 

５ 

卒業証書の写し（学位記も可）又は卒業証明書 
※申込資格に関係する最終学校のもので学科名、卒業年が明記さ

れていること 
※記載の氏名が現在と異なっている場合、「戸籍謄本」を添付し

てください。 

区分Ⅰ①～④、⑦で受講

する方 
2、3 ﾍﾟｰ

ｼﾞ 

６ 
単位取得証明書又は成績証明書 
※封筒に入っている場合、開封して構いませんので、証明書のみ
送付してください。 

区分Ⅰ①～④、⑦で受講

する方で≪表２≫に該

当する方のみ。 

2、3 ﾍﾟｰ

ｼﾞ 

７ 資格・免許の写し 区分Ⅰ⑧⑨、区分Ⅱ、

区分Ⅳで受講する方 
12 ﾍﾟｰｼﾞ 

８ 特定建築物調査員、防火設備検査員、昇降機等検査員

の資格者証の写し 

区分Ⅰで『❹建築学概

論』の受講免除を希望

される方 

4、12 ﾍﾟ

ｰｼﾞ 

 
※「申込書」等書類一式を提出する際に、不足がないかを必ずご確認ください。不足がある

場合、すべての書類が揃っていないと受付ができない場合がございます。 
 
  〔注〕受講資格審査等において追加で書類が必要となった場合は、必要書類を速やか

に提出してください。 
 
  申込時に学歴又は実務経験を偽って受講し、修了証明書を取得した場合は、

修了証明書が無効となります。 
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【第６ 受講適格等の通知】 ８月上旬頃（送付時期はホームページでお知らせいたします。） 
 

１．受講適格者には、８月上旬より「受講適格通知」と受講料振込先の案内を送付いたしま

す。振込期限内に指定の口座へ振込してください。 
２．受講資格がないと判定された方には、その旨ご連絡いたします。 
 

【第７ 受講票・テキストの発送】１０月上旬頃（送付時期はホームページでお知らせいたします。） 
 

受講適格者で受講料の入金が確認できた方には、「受講票」、「テキスト」及び「講習時間割

等案内」をゆうパック（又は宅配便等による受取印等を必要とする方法）にて全会場一斉に

送付いたします。 
 

【第８ ＤＶＤ講習の受講及び発送】 （ＤＶＤは、修了考査日の前週に発送する予定です。） 
 
 

ＤＶＤ講習の受講者には、全講義を収録したＤＶＤは受取印等を必要とする方法で送付し

ます。発送はホームページ等でお知らせしますので、必ずお受け取りください。 
受け取りができず修了考査までに視聴できなかった等の責任は事務局では一切負いませ

ん。なお、エラーがあった場合は速やかに事務局へご連絡ください。 

受け取られたＤＶＤは必ず修了考査までに全て視聴し、所定の用紙に受講記録を記入して

ください。修了考査当日の受付にてＤＶＤ及び受講記録を回収いたしますので必ず持参して

ください。回収できない場合、修了考査を受けられない場合がございます。 

《ＤＶＤ受講の注意点》 
１．受講者がＤＶＤを視聴したことを確認するため、映像の途中に表示される「キーワー

ド」（受講記録）を書き留めて、所定の用紙に記載し、修了考査受付時に提出してい

ただきます。 
２．一般的なＤＶＤプレイヤーやブルーレイレコーダーで再生が可能です。（ＤＶＤの規

格は「DVD－Video」です。） 
３．パソコンで視聴される際は、再生ソフトがないと視聴できませんのでご注意くださ

い。 
 
 
【第９ 受講会場の変更】 
 

 受講会場の変更は原則できません。 
ただし、病気、転勤等のやむを得ない事情があり、それを証明できる場合に限り認めら

れます。この場合には、「診断書」、「辞令の写し」等が必要です。 
業務の都合による変更等はできませんので、あらかじめ調整の上、お申込みください。 

 なお、会場の変更は、会場定員に余裕があり、かつ、当初の申込会場又は変更希望会場

のいずれか早い日程の１０日前迄に、会場変更の申し出があった場合に限ります。 
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【第１０ 住所・勤務先等の変更手続き】 
 

 自宅住所・勤務先等、申込み記載事項に変更があった場合は、必ず文書又はメールにて

登録講習実施機関までご連絡ください。特に、書類送付先としている住所等についての変

更は速やかに届け出てください。 
 ※変更の連絡がない場合、受講の通知、合否の通知等についての郵便物が届かないこと

がございます。 
 ※変更の連絡の際は、申込み希望会場、氏名、連絡先電話番号と、変更内容について

は、変更前、変更後を必ずご記入ください。 
 

【第１１ 講習合格者の発表及び通知】（送付時期はホームページでお知らせいたします。） 
 

１．合否の決定は、令和３年１月中旬頃の予定です。 
 電話等によるお問い合わせには一切応じられません。 

 
２．合格者には「修了証明書」を送付いたします。 

「検査員資格者証」の交付手続きについては、別途各地方整備局へ書類を提出してい

ただくことになります。詳細は「修了証明書」送付時にお知らせいたします。 
送付時期は、令和３年１月中旬頃を予定しております。 

 
３．不合格者には「不合格通知」を送付いたします。また、聴講者には「聴講証書」を発

行・送付いたします。いずれも送付時期は、令和３年１月中旬頃を予定しております。 
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① 記入事項は受講資格に関係します。【12.勤務先証明欄】以外、すべて本人が正確に記入し

てください。 
 
② 記入は、消しゴム又は摩擦等で消えない黒か青のボールペン又はインクにより楷書で記入

し、数字は算用数字を使用してください。消える筆記用具で記入されている場合、書き直

しとなります。 
 
③ 選択欄は、該当箇所に○を記入してください。 
 
④ 記入した内容の訂正は、【12．勤務先証明欄】は社印又は役職印で、それ以外は申込み者

の印を押して訂正してください。修正液等での修正は不可とします。 
 
⑤ 受講申込み区分Ⅰ⑧⑨、区分Ⅱ、区分Ⅳで受講される方は、申込書の表面のみ記入してく

ださい。裏面の記入は不要です。ただし、ダウンロードの際は裏面も印刷して提出してく

ださい。 
 
⑥ 受講申込み区分Ⅲ（修了考査のみ）で受講される方は、専用の申込書にご記入ください。

なお、修了考査専用の申込書では講義を受講することはできませんのであらかじめご了承

ください。 
 
⑦ お申込後、記載内容に関してお問い合わせすることがございますので、記入した申込書の

コピーをお手元にお持ちいただくようお願いいたします。 
 
⑧ 氏名の正式な漢字は「住民票」に記載の通りご記入ください。 
 
⑨ ＊印欄は記入しないでください。 
 
 
 
 

  

「申込書」記入上の注意事項 ※申込書はコピーではなく記入された原本を送付してください。 
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記入例 
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【記入例の補足説明】 

記 入 日 書類を記入した日付 

フ リ ガ ナ 
申込者氏名（署名） 

必ず本人が記入(直筆)してください。住民票記載の氏名・氏名の漢字を正確

に記入してください。修了された場合、ここに記入された氏名（JIS 第１水

準での表記）で修了証明書が作成されますので、楷書で記入してください。

なお、講習申込時には住民票を提出する必要はありません。 

申 込 み 区 分 該当する申込み区分番号（Ⅰ・Ⅱ・Ⅳ）を○で囲んでください。 
※区分Ⅲ（修了考査のみ）は別様式になります。 

１．開 催 地 ・ 受 講 方 法 
受講を希望する開催地・受講方法に○を記入してください。 
講習科目の一部免除を希望する方、及び区分Ⅳ聴講で受講の方は会場講習

のみとなります。  

２．生 年 月 日 該当年号に○を記入し、和暦で記入してください。満年齢は記入日現在で記

入してください。 

５．現  住  所 
現在お住まいのご自宅の住所等を記入してください。マンション名・号室等

も正確に記入してください。 
※マンション名等建物名がないと郵送物が届かない場合がございます。 

６．勤  務  先 

現在在籍されている勤務先を記入してください。支社名・営業所名・部課名

まで省略せずに記入してください。住所はビル名・階数等も正確に記入して

ください。 
※○○ビル内 等ではなく、階数まで記入してください。 

７．緊 急 連 絡 先 緊急時に連絡の取れる連絡先を記入してください。また、記入の電話番号が

本人か本人以外かわかるように該当に○を記入してください。 

８．書 類 送 付 先 

・書類受付後、不備があった場合の返送、受講票・テキストの送付、合否の

通知等の送付先となります。 
・上記書類等は簡易書留やゆうパック等、受取が必要な方法で送付いたしま

すので、必ず受取り可能な送付先を選択してください。 
・送付先は、申込書（表面）5.現住所、6.勤務先のどちらかとなります。そ

れ以外での受取りはできません。 
・申込時以降、自宅又は勤務先が変更となった場合、速やかに書面又はメー

ルにてその旨ご連絡ください。お電話での変更は承りかねます。連絡の際

は、申込み希望会場、氏名、連絡先電話番号と、変更内容については、変更

前、変更後を必ずご記入ください。 

９．資 格 ・ 免 許 等 

下記（ア）～（ウ）に該当する方はその資格等を必ず記入し、資格者証等の

写しを添付してください。 
また、次の１又は２の資格等を保持している場合は、必ずすべて記入して

ください。 
１．「10.学歴」に相当する教育検定・資格試験の合格 
２．専門的な免許･登録･資格（一級建築士、二級建築士、建築設備士、 
昇降機等検査員、特定建築物等調査員、防火設備検査員） 

(ア)．建築学概論の科目免除 
(イ)．区分Ⅱ 建築設備士の   

科目免除で受講 
(ウ)．区分Ⅳ 聴講で受講 

対象の方は、該当に○を記入し、「９．資格・免許等」欄に資格等の名称を

記入し、資格者証等の写しを添付してください。 
※（ア）～（ウ）で受講される方は、会場受講のみとなります。 
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１０．学  歴 

・義務教育（中学校）終了後から最終学歴までを省略せずすべて記入してく

ださい。（実務に関係のない学校・中退等も全て記入） 
・最終学歴が中学校卒業の方は、最終学歴（中学校名等）を記入してくださ

い。 最終学歴が中学校以上の方は、中学校の記入は不要です。 
・受講資格に関わりますので、学部学科名は詳細に記入してください。なお、

学科がコースに分かれている場合、コース名も記入してください。 
・所在地について、明確でない場合は、わかる範囲（都道府県または市町村

名まで）で記入してください。 
・在学期間は、該当の年号に○を記入し、和暦で記入してください。 
・卒業・中退について、該当に○を記入してください。中退の場合、何学年

での中退かを（ ）内に記入してください。 

１１．実務経験の内容 

・区分Ⅰの方は、最終学歴後から今までの建築設備に関する実務経験につ

いて、実務経験内容を詳しく正確に記入してください。 
 ※ 詳しくは、当財団のホームページ（下記）を参照してください。 
・どのような設備について、どのような実務を行ったのかを詳しく記入し

てください。 
・同じ勤務先でも、担当の実務内容が変更になった場合（所属部署等の変

更）は、欄を分けて記入してください。 
・実務内容の記入欄が足りない場合、裏面のみ印刷して追加して構いませ

ん。ただし、その際「12.勤務先証明欄」は裏面全てに必要になります。 
・在職期間は、該当の年号に○を記入し、和暦で記入してください。 
・在職期間の合計は、令和２年８月３１日までの日数で算入してくださ

い。  
※実務経験内容が簡単な記載のみの場合、建築設備に関する実務に該当し

ないと判断される場合がございます。 
※在職期間は、提出いただく「被保険者記録照会回答票」及び「労働者名簿」

等により確認しますので、正確に記入してください。在職期間が確認でき

ない場合は、別書類の提出を求める場合があります。また、実務経験日数

に含まれなくなる場合もあります。 
 

〔実務経験内容の記入について〕 
http://www.beec.or.jp/course/mlit_course/mlit_course1-
moushikomi.html 
 

１２．勤務先証明欄 

・申込書を全て記入後、申込書の記載内容について、建築設備に関する実

務を経験した最終の勤務先の証明を受けてください。 
・勤務先の証明者は、申込者の記述が正確であるかを「労働者名簿」等で

確認を行い、証明者の勤務先名・役職名・証明者氏名を記入し、社印及

び役職印を捺印してください。社印と役職印の両方が入っている印の場

合は１箇所のみ捺印してください。 
なお、証明者は代表者又は部長職以上とします。 

・証明者の役職印は公的な印です。個人の認印は不可となります。個人印

を役職印としている場合、そのことが分かる書類（印鑑証明又は、実際

に使用している契約書の写し等）を添付してください。 
 
・申込者本人が事業主の場合 別途、履歴事項全部証明書又は契約書等の写

し等を添付してください。 

http://www.beec.or.jp/course/mlit_course/mlit_course1-moushikomi.html
http://www.beec.or.jp/course/mlit_course/mlit_course1-moushikomi.html
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 この用紙は、年金事務所で発行するもので、厚生年金等の加入期間等を確認するための書類です。年金

事務所・年金相談センターの窓口、郵送又は、WEB（電子版）等で取得できます。 
詳細については、「日本年金機構ホームページ」又は「ねんきんダイヤル」（0570-058-555）にお問い合

わせください。（ねんきんネット https://www.nenkin.go.jp） 
なお、発行までに日数を要する場合がございますので余裕を持ってお手続きください。また、WEB（電

子版）は事前の登録が必要となります。 
（注意点） 

① 令和２年４月１日以降に発行されたものを提出してください。 
② お勤め先名称が記載されていること（記号不可） 
③ 在職期間が記載されていること 

※１ 住所が現住所(申込書の「５.現住所」)と異なる場合、現住所を余白(名前の下)等に追記してください。

※２ 下図見本①、見本②の太枠内は必要事項となります。それ以外は塗りつぶして提出していただいても 
構いません。 

【見本①】                
 
                          ※１ 住所が現住所と異なる場合 
                           現住所：〒    
                               △△県■■市××●－●        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【見本②】この書式の場合（職歴原簿参照）の全てのページを提出してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

発 行 日 
 

 

『被保険者記録照会回答票』※公務員の方は共済組合の『加入期間確認記録票』でも可 
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申込者本人が事業主の方で、国民年金加入期間又は年金未加入期間がある場合  

※申込者本人が事業主の方で、実務経験年数期間中に勤務先名の記入のない期間（国民年金加入

期間又は年金未加入期間）がある場合、『被保険者記録照会回答票』に加え、第三者の発行する証

明で、その期間の勤務先及び実務年数を証明する書類※１を提出してください。 
 
【被保険者記録照会回答票】 

 
 
【※１の書類例】・勤務先名・受講申込者の氏名・在職期間が記載してあること 

◎雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書 
（職業安定所発行） ※右図参考 

◎確定申告の写し 
・在職期間分（被保険者記録照会回答票で確認 
できないすべての年度分）が必要 

・受講申込者の氏名が記載されていること 
・職業（屋号・雅号）が記載されていること 
・提出先税務署等の受付印があること 

◎傷害保険等の写し 
   ・勤務先名が記載されていること 
   ・受講申込者の氏名が記載されていること 
   ・保険会社の会社名（社印）があること 

・加入期間が記載されていること 
・在職期間分（被保険者記録照会回答票で確認 
できないすべての年度分）が必要 

◎一人親方労災保険加入証明 
   ・受講申込者の氏名が記載されていること 

 ・業種（職種）が記載されていること 
   ・加入期間が記載されていること 
   ・労働保険事務組合名（社印）があること 
   ・在職期間分（被保険者記録照会回答票で確認できないすべての年度分）が必要 
 
上記以外に、第三者の発行する証明で、勤務先、申込者名、在職期間を証明する書類があれば

お問い合わせください。上記書類と同様と認められれば確認書類として提出可能です。 
 
なお、親会社又は系列会社の証明、給与明細、源泉徴収票等は確認書類にはなりません。 

【見本】『雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書』 

この部分が国民年金となってい

る場合、又は、空欄で加入期間が

抜けていて、勤務先名が確認で

きない場合、実務経験年数に算

入できません。 
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 ※現在の勤務先若しくは、実務経験の対象となる最終勤務先のもののみ提出してください。 
 「労働者名簿」とは、事業主（使用者）が、各事業場ごとに労働者の数に関係なく、全ての労

働者について厚生労働省で定められている事項を作成しているものです。 
 勤務先の総務関係部署等にお問い合わせいただき、取得してください。 
 なお、保存期限が３年間の為、退職後３年経過した場合は、労働基準法第２２条に基づく「退

職時等の証明」の交付を前勤務先に請求してください。 

 
                  

【労働者名簿】 
 
労働者名簿に記載しなければならない必要事項は、 
① 氏名 
② 生年月日 
③ 性別 
④ 住所  
⑤ 従事する業務の種類 
（労働者数が 30 人未満の事業場は不要） 

⑥ 雇入れ年月日 
※⑦ 解雇又は退職の年月日及びその事由 
（退職の事由が解雇の場合はその理由を含む） 

※⑧ 死亡の年月日及びその原因 
⑨ 履歴 

 
※⑦⑧は該当しない場合、記入がなくても可。 
 
 
  

【見本】労働者名簿 

※労働基準法－抜粋－ 
（労働者名簿） 
第１０７条 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を各労働者（日日雇い入れられる者を除く。）に

ついて調整し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入

しなければならない。 
２ 前項の規定により記入すべき事項に変更があった場合においては、遅滞なく訂正しなけ

ればならない。 
（記録の保存） 
第１０９条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関

する重要な書類を三年間保存しなければならない。 
（退職時等の証明） 
第２２条 労働者が退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又退

職の事由（退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。）について証明書を請

求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 

『労働者名簿』（勤務先によっては「個人台帳」「在職証明書」「勤務台帳」等） 
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【退職証明書】 
 
現在、業務に携わっていない場合、若

しくは、実務経験に関する会社に勤務さ

れていない場合、実務経験を有する前勤

務先に「退職証明書」（右図参考）を交付

してもらってください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【申込者が代表者（経営者）の場合】 
 
「労働者名簿」に代わる書類として、法務

局発行の最新の「履歴事項全部証明書」等 
（右図参考）を提出してください。 

 
 
法人登記していない場合は、 

「保守契約書」、「工事請負契約書」、 
「発注書」の写し等を提出してください。 
その場合、会社名・申込者氏名（会社代

表者名）・契約期間・契約先会社名・社印が

記載されている書類を対象とし、在職期間

が確認できる書類をすべて提出してくだ

さい。 
 
 
 
  

【見本】退職証明書 

【見本】履歴事項全部証明書 
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【申込み～修了証明書発行までの流れ】 

  
 ・申込書受付６月１５日（月）より７月２０日（月）まで（必着） 

 （申込書類一式送付。不足書類がある場合受付ができない場合がございます。） 

 
６月～７月

受付

６月～７月頃

受講の審査

•受講資格の確認（申込書及び添付書類の審査）

•申込書受理後、申込み書類に記入不備がある場合、申込者に書類を返却しますので、
追記して再提出してください。又は、申込み書類に不足がある場合、追加で書類の提
出を求める場合がございます。

８月上旬

受講の通知

•審査の結果、受講適格者には、「受講適格通知」と受講料振込先の案内を送付い
たします。振込期限内に指定の口座へ振込してください。

•受講資格がないと判定された方には、その旨ご連絡いたします。

１０月上旬

受講票とテキスト
の発送

•「受講票」と「テキスト」及び「講習時間割等案内」をゆうパック（又は宅配便
等による受け取りが必要な方法）にて送付します。（全会場一斉送付）

11月～12月
講習会開催

DVDの発送

•講習会開催
※病気・転勤等やむを得ない場合に限り、書類（診断書・辞令の写し等）の提出
をもって、受講料の返金を認めます。

•ＤＶＤ講習を選択した受講者へ修了考査日の前週にＤＶＤを送付する予定です。
必ず全講義を視聴してください。なお、ＤＶＤは修了考査時に会場で回収します。

令和３年１月

合否の通知

修了証明書交付

•合否決定･･･令和３年１月中旬頃までに「結果通知」を送付します。

•合格者には「修了証明書」を交付。※この時点ではまだ検査員としての職務は行
えません。

•申込み区分Ⅳの聴講者に「聴講証書」を発行します。

3ヶ月以内

資格者証の

交付申請

•「修了証明書」の交付を受けた者は、３ヶ月以内（必須）に各地方整備局等へ
「建築設備検査員資格者証交付申請書」及び必要書類を提出し、「建築設備検査
員資格者証」が交付されたのち、建築設備検査員となります。

※交付日より３ヶ月経過後は「修了証明書」は無効となります
のでご注意ください。 
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【第１２ 災害等が発生した場合における講習会実施の対応方針について】 

 

災害等が発生した場合、講習の開催地において、講習日前又は講習当日の講習会場を含

む地域の災害状況や交通機関・講習会の状況等により、開始時間を遅らせる又は当日の講

習を中止し、講習の延期等を判断する場合がございます。 
災害等が発生した場合における講習実施に関する情報は、当財団のホームページで情報

提供する予定です。 
 そのため、必ず講習までに同ホームページを確認してください。同ホームページに記載

した講習実施に関する情報については、同情報を確認しないことにより生じるいかなるト

ラブルに対しても、当財団は責任を負いかねます。 
 
※講習開催にあたり、緊急時の連絡等は、受講者へメールにて一斉に送信いたします。そ

のため、事前に受信可能なメールアドレスを登録してください。 
「受講適格通知」送付時に登録方法をご案内しますので、必ずご本人様が確認できるメ

ールアドレスを登録してください。登録をされていない場合、緊急時の連絡が届かない

等の責任は負いかねます。 
 

 

 

 

  ※個人情報の取扱について 

 

講習申込書、添付書類等により記載された個人情報は、本講習に伴う業務（講習の受講

に伴う連絡、講習結果の送付、修了証明書の交付等に関するもの及び資格取得の管理のた

め）に使用いたします。なお、個人情報は、個人情報保護法に基づき適切に管理いたしま

す。 
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各 会 場 の 場 所 
 

           
   
                 
 
 

 
              

        
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

                
                               
                 

東京都千代田区大手町 2-6-1 朝日生命大手町ビル 
 

ＪＲ線「東京」駅・地下鉄「大手町」駅 徒歩１分 
  地下通路（東西線側）Ｂ－６出口直結 
  ＪＲ地上出口（東海道新幹線北側） 日本橋口 

朝日生命大手町ビル 

 

東京都千代田区平河町 2-7-4 
砂防会館 別館 

 
地下鉄「永田町」駅４番出口 徒歩１分 

【東京会場】 

シェーンバッハ・サボー 
大手町サンスカイルーム 

【大阪会場】 

砂防会館 

淀屋橋サンスカイルーム 
 

大阪府大阪市中央区高麗橋 4-2-16 

大阪朝日生命館 

大阪メトロ「淀屋橋」駅 12番出口直結 

難波御堂筋ホール 
 

大阪府大阪市中央区難波 4-2-1 
難波御堂筋ビルディング 

大阪メトロ「なんば」駅 13号出口直結 

淀屋橋サンスカイルーム 

 


